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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月22日(2017.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　香味安定な穀類ベースの飲料を製造するための方法であって、前記方法は、
　ｉ）少なくとも２５ｍｇ／Ｌのメチオニンを含む穀類抽出物を提供する工程；
　ｉｉ）メチオニン、フェニルアラニン、バリン、ロイシンおよびイソロイシンからなる
群より選択される１つ以上のアミノ酸の含量を低減させるように前記穀類抽出物を処理し
、これにより処理済み穀類抽出物を得る工程；
　ｉｉｉ）前記処理済み穀類抽出物を加工処理して飲料にする工程を含み、
　前記飲料はせいぜい１００ｍｇ／Ｌのアミノ酸、メチオニン、フェニルアラニン、バリ
ン、ロイシンおよびイソロイシンの総含量および／または５ｍｇ／Ｌ未満のメチオニンの
含量を有する、方法。
【請求項２】
　穀類抽出物中の少なくとも１つのアミノ酸の含量を低減させるための方法であって、
　ａ）前記穀類抽出物中の酸および／または塩基のレベルを増加させる工程；ならびに
　ｂ）前記増加させた酸の酸性アニオンおよび／または前記増加させた塩基の塩基性カチ
オンの少なくとも一部を、逆電気強化透析メンブレンスタックを通して除去する工程を含
む、方法。
【請求項３】
　前記酸のレベルは、酸の形成を触媒することができる酵素または酵素の混合物を用いて
増加される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記酵素はグルコースオキシダーゼである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記酸のレベルは糖を発酵させて有機酸を形成することができる微生物を使用して増加
される、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記微生物はグルコノバクターである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　Ｉ．穀類抽出物を、以上で記載されるＡＸ－ＲＥＥＤメンブレンスタックおよび以上で
記載されるＣＸ－ＲＥＥＤメンブレンスタックに連結されたタンクに挿入する工程；
　ＩＩ．前記穀類抽出物中の酸のレベルを増加させる工程；
　ＩＩＩ．前記穀類抽出物中の前記増加させた酸の前記酸性アニオンの少なくとも一部を
、本明細書で記載されるＡＸ－ＲＥＥＤ処理により除去する工程；
　ＩＶ．前記穀類抽出物中のカチオンの少なくとも一部を、本明細書で記載されるＣＸ－
ＲＥＥＤ処理により除去する工程を含み、
　前記工程ＩＩ、ＩＩＩおよびＩＶは、順次、一部同時にまたは同時に実施される、請求
項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＲＥＥＤ処理は、前記処理済み穀類抽出物中で、せいぜい１００ｍｇ／Ｌ、せいぜ
い５０ｍ／Ｌ、せいぜい２５ｍｇ／Ｌ、せいぜい１０ｍｇ／Ｌ、せいぜい５ｍｇ／Ｌのア
ミノ酸、メチオニン、フェニルアラニン、バリン、ロイシンおよびイソロイシンの総含量
が得られるのに十分な時間の間実施される、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　ｉ）少なくとも２５ｍｇ／Ｌのメチオニンを含む穀類抽出物を提供する工程；
　ｉｉ）穀類抽出物を、ＡＸ－ＲＥＥＤ、メンブレンスタックおよびＣＸ－ＲＥＥＤメン
ブレンスタックに連結されたタンクに挿入する工程；
　ｉｉｉ）前記穀類抽出物中の酸のレベルを、糖を発酵させて有機酸を形成することがで
きる微生物を使用して増加させる工程；
　ｉｖ）前記穀類抽出物中の前記増加させた酸の酸性アニオンの少なくとも一部をＡＸ－
ＲＥＥＤ処理により除去する工程；
　ｖ）前記液体を酸性化する工程；
　ｖｉ）これにより処理済み穀類抽出物を得る工程；
　ｖｉｉ）任意で前記処理済み穀類抽出物を飲料にさらに加工処理する工程
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　酸性化は、酸の形成を触媒することができる酵素または酵素の混合物による処理により
実施される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法はさらに、前記穀類抽出物を酸化剤で処理する工程を含み、前記工程は好まし
くは、工程ｖｉ）後に実施される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　穀類抽出物中のメチオニンの含量を低減させるための方法であって、
　ｉ）前記穀類抽出物を酸化剤と共にインキュベートする工程、または
　ｉｉ）前記穀類抽出物をＨ２Ｏ２の形成を触媒することができる酵素または酵素の混合
物と共にインキュベートする工程、を含む、方法。
【請求項１３】
　前記酸化剤はＨ２Ｏ２である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　工程ｉｉ）は、以下の方法を含む、またはこれから構成される、
　ｉ）前記穀類抽出物を酸化剤と共にインキュベートする工程、または
　ｉｉ）前記穀類抽出物をＨ２Ｏ２の形成を触媒することができる酵素または酵素の混合
物と共にインキュベートする工程、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記酵素はグルコースオキシダーゼである、請求項１２～１４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１６】
　香味安定な穀類ベースの飲料を製造するための方法であって、
　ｉ）穀類抽出物を提供する工程；
　ｉｉ）以下の工程を供える方法に従い、少なくとも１つのアミノ酸の含量を低減させる
ように、前記穀類抽出物を処理し、これにより処理済み穀類抽出物を得る工程；
　　ａ）前記穀類抽出物中の酸および／または塩基のレベルを増加させる工程；並びに
　　ｂ）前記増加させた酸の酸性アニオンおよび／または前記増加させた塩基の塩基性カ
チオンの少なくとも一部を、逆電気強化透析メンブレンスタックを通して除去する工程；
　　または
　　ｃ）前記穀類抽出物を酸化剤と共にインキュベートする工程；または
　　ｄ）前記穀類抽出物をＨ２Ｏ２の形成を触媒することができる酵素または酵素の混合
物と共にインキュベートする工程；
　ｉｉｉ）前記処理済み穀類抽出物を加工処理して飲料にする工程；
　を含む、方法。
【請求項１７】
　前記穀類抽出物は麦汁、麦芽ベースの麦汁またはグルコース麦汁である、請求項１～１
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　工程ｉｉｉ）または工程ｖｉ）は、前記処理済み穀類抽出物の微生物による発酵を含む
、請求項１、９、１１、１６および１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　工程ｉｉｉ）または工程ｖｉ）は
　ａ）追加の化合物を前記処理済み穀類抽出物に添加すること、および／または
　ｂ）前記処理済み穀類抽出物を別の液体と混合すること
　続いて微生物による発酵の工程を含む、請求項１、９～１１および１６～１８のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項２０】
　さらに、前記飲料を少なくとも１週間貯蔵する工程を含む、請求項１、９～１１および
１６～１９のいずれか一項に記載の方法。
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